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(57)【要約】
【課題】移植臓器の浸漬保存に用いる処理液、又は、保
存前若しくは再灌流時の洗浄に用いる処理液において、
従来よりも保存時間を延長できかつ臓器の障害を軽減で
きるものを提供する。
【解決手段】窒素水を用いた移植臓器の保存用又は洗浄
用の処理液において、前記処理液の溶媒が、水に窒素ガ
スを溶解させて酸素溶存量を減少させて生成した窒素水
である。移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液の調製方
法において、前記処理液の溶質となる複数の成分物質か
らなる組成物を、前記処理液の溶媒となる液体に溶解さ
せる工程を有し、前記溶媒となる液体は、水に窒素ガス
を溶解させて酸素溶存量を減少させて生成した窒素水で
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液において、前記処理液の溶媒が、水に窒素ガスを
溶解させて酸素溶存量を減少させて生成した窒素水であることを特徴とする、
　窒素水を用いた移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液。
【請求項２】
　移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液の調製方法において、
　前記処理液の溶質となる複数の成分物質からなる組成物を、前記処理液の溶媒となる液
体に溶解させる工程を有し、前記溶媒となる液体は、水に窒素ガスを溶解させて酸素溶存
量を減少させて生成した窒素水であることを特徴とする、
　窒素水を用いた移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液の調製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移植臓器の浸漬保存や洗浄に用いる処理液及びその調製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移植手術のために摘出された移植臓器の摘出時の状態をできるだけ維持するために、保
存液に浸漬して冷却保存する方法が採用されている。移植臓器の保存液としては、ユーロ
コリンズ液（グルコース、電解質を含む）や、ＵＷ液（不浸透成分、膠質浸透圧成分を含
む）が知られている。しかし、ユーロコリンズ液は、生存能力の高い腎臓には有効である
が、他の臓器には不十分であり、ＵＷ液は、製剤として不安定であるといった問題があっ
た。そのため、これらの臓器保存液に対して様々な改良が施されてきた。
【０００３】
　特許文献１では、臓器保存液の製剤としての安定性を高めるためにグルコシル－Ｌ－ア
スコルビン酸を添加している。特許文献２では、臓器保存液で灌流し所定時間冷保存した
臓器移植片を移植前に再灌流する灌流液として、損傷を防止するために抗酸化剤含有液で
あるビリルビン含有液を用いる方法を提供している。特許文献３ではフラーレン類を、特
許文献４ではフラボノイド配糖体を、特許文献５では昆虫由来のペプチドを利用した細胞
増殖抑制剤を添加している。
【０００４】
　一方、全く異なる技術分野であるが、特許文献６では、生鮮食品の酸化、腐敗を防ぐた
めに、通常の水に含まれる酸素を窒素に置換した窒素水又は窒素水を凍結させた窒素氷を
用いた保存方法が提示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１９１４０１号公報
【特許文献２】特開２００４－３０００９８号公報
【特許文献３】特開２００６－３１６０００号公報
【特許文献４】特開２００９－２２１１２８号公報
【特許文献５】特開２０１２－０６０９７６号公報
【特許文献６】特許第４９６９８９７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の臓器の保存用又は灌流用の処理液の多くは、周知のユーロコリンズ液やＵＷ液を
ベースとして種々の改良のための成分を添加したものが大部分である。これにより、初期
のユーロコリンズ液やＵＷ液に比べて、処理液の調製後の安定性が向上し、臓器保存時間
は延長されている。
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【０００７】
　しかしながら、特に脳死臓器移植では、臓器の摘出場所と移植場所が離れていることが
多く、またレシピエントの選択に時間がかかる場合が通例である。このような場合に、多
様な臓器の全てに対して、保存による臓器の障害を軽減しかつ保存時間を延長することが
できる処理液は、実現されているとは言い難い。
【０００８】
　以上の現状に鑑み、本発明は、移植臓器の浸漬保存に用いる処理液、又は、保存前若し
くは再灌流時の洗浄に用いる処理液において、従来よりも保存時間を延長できかつ臓器の
障害を軽減できるものを提供することを目的とする。また、斯かる処理液の調製方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決すべく、本発明は、以下の構成を有する。
　本発明の第一の態様は、移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液において、前記処理液の
溶媒が、水に窒素ガスを溶解させて酸素溶存量を減少させて生成した窒素水であることを
特徴とする。
【００１０】
　本発明の第二の態様は、移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液の調製方法において、前
記処理液の溶質となる複数の成分物質からなる組成物を、前記処理液の溶媒となる液体に
溶解させる工程を有し、前記溶媒となる液体は、水に窒素ガスを溶解させて酸素溶存量を
減少させて生成した窒素水であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　浸漬保存中の移植臓器は、細胞の酸素消費量が一時的に抑制されることで、酸素欠乏に
よる臓器の組織障害を防止している。このために、従来から、抗酸化剤や細胞増殖抑制剤
を成分として添加することにより、様々な改良を加えられた処理液が提示されてきた。し
かし、このような移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液の改良は、従来は専らその溶質成
分の改良のみによって試みられており、処理液の大部分を占める溶媒である水については
全く着目されてこなかった。処理液の溶媒として用いる水は、通常、不純物を除去した精
製水又は蒸留水である。また、純水以外のベースとして生理食塩水、リン酸緩衝生理食塩
水、クエン酸緩衝液又はリンゲル液等の生理的に許容される緩衝液や等張化液が用いられ
る場合も、これらの液体の大部分を占める溶媒は水である。
【００１２】
　本発明は、移植臓器の保存用又は洗浄用に用いられる処理液の大部分を占める水に着目
してなされたものであり、通常の水に替えて窒素水を用いることで、通常の水を用いた場
合の処理液の機能をさらに向上させることができる。すなわち、溶媒である水の酸素溶存
量を低下させた窒素水を用いたことにより、移植臓器と水中酸素との接触が低減するため
、溶質の抗酸化作用や細胞増殖抑制作用をさらに高めることができる。この結果、従来よ
りも移植臓器の保存時間を延長できかつ臓器の障害を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明に用いる窒素水の製造システムの一例を示す全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
　本発明による、窒素水を用いた移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液は、処理液の溶媒
が、水に窒素ガスを溶解させることにより水中の酸素溶存量を減少させて生成した窒素水
であることが特徴である。
【００１５】
　なお、本発明において移植臓器の保存とは、摘出時の移植臓器の生理的及び機能的状態
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を維持することをいい、保存用の処理液とは、移植臓器の上記状態を維持するために浸漬
する溶液をいう。また、洗浄用の処理液とは、摘出後に移植臓器を浸漬する前、又は、移
植直前に臓器を再灌流する前に、移植臓器の上記状態を維持しつつ移植臓器を洗浄するた
めの溶液をいう。
【００１６】
　本発明による処理液は、溶媒である窒素水を除いた溶質の成分物質は、従来技術による
移植臓器の保存用又は洗浄用の処理液のいずれであってもよい。従来技術における処理液
の溶質は、多種多様な複数の成分物質からなる組成物である。一方、溶媒である水につい
ては、医療用途であるので通常は精製水又は蒸留水である。なお、ここでいう精製水又は
蒸留水は、移植臓器の処理液としての医療用途に用いられる種々の水を含む広義の意味（
狭義での精製水の他に滅菌精製水、注射用水等を含む）で用いる。また、従来技術におけ
る処理液のベースとなる液体が、生理食塩水、リン酸緩衝生理食塩水、クエン酸緩衝液又
はリンゲル液等の生理的に許容される緩衝液や等張化液である場合は、それらの溶媒であ
る水の部分を窒素水に置き換えることで本発明の処理液となる。また、例えば、周知のユ
ーロコリンズ液やＵＷ液の水の部分を窒素水に置き換えたものも、本発明の処理液の範疇
に含まれる。
【００１７】
　また、上記処理液の調製方法は、処理液の溶質となる複数の成分物質からなる組成物を
、前記処理液の溶媒となる液体に溶解させる工程を有する。溶媒となる液体は、水に窒素
ガスを溶解させて酸素溶存量を減少させて生成した窒素水である。溶質は、固体の場合、
液体の場合、又は双方を含む場合もあり得る。処理液の調製は、適切な時点で行う。例え
ば、調製後に成分組成を長時間保持できない不安定な処理液については、移植臓器の保存
前の洗浄や浸漬保存を開始する直前、あるいは再灌流前の洗浄の直前に必要な量だけ調整
する。調製後に安定な処理液については、調製した液体の形態で製品とすることができる
。
【００１８】
　移植臓器を保存する場合、多くは適温に冷却保存することが好ましいが、処理液の性質
により適切な温度を設定する。
【００１９】
　本発明による保存用又は洗浄用の処理液を用いる対象となる臓器としては、骨髄、角膜
、眼球、骨、皮膚、血管、心臓弁、上皮小体、腎臓、肝臓、膵臓、肺臓、心臓などの臓器
一般が含まれ、これらの一部も含まれる。
【００２０】
　図１は、本発明に用いる窒素水の製造システムの一例を示す全体構成図である。
　先ず、貯水槽４内に原水を充填し、原水に窒素ガスを注入し酸素溶存量を減少させて窒
素水とした後、窒素水を取り出して本発明の処理液の溶媒として用いる。
【００２１】
　エアコンプレッサ１は、大気を圧縮して窒素ガス抽出器２に送るエアコンプレッサ（例
えば株式会社日立産機システム製のオイルフリーベビコン（登録商標））である。供給エ
ア圧力が０．５ＭＰａ～０．９ＭＰａのものを用いる。
【００２２】
　窒素ガス抽出器２は、ポリイミド中空糸膜からなる窒素分離膜を設けた圧力容器の一端
に圧縮空気を取り込み、横の口から酸素Ｏ２をパージ（排出）し、圧力容器の他端から窒
素ガスを送出する脱気装置である。気体の種類により膜の透過速度が異なることを利用し
たものである。この脱気装置は、窒素ガス抽出器２と窒素ガス注入器３とを一体的に構成
した装置として提供されている（例えば株式会社片山化学工業研究所製の脱気装置「リプ
レル」（登録商標））。
【００２３】
　窒素ガス注入器３と貯水槽４の間でポンプＰ２により水を循環させる。窒素ガス注入器
３は、例えば、１時間当たり２ｍ３の水を通過させ、１リットルあたり１．０ｍｇの溶存
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【００２４】
　さらに、図１の窒素水の製造システムにおいて、医療用途の精製水の製造機構を組み込
むことが好適である。例えば、窒素ガス注入器３と貯水槽４の間に不純物除去用の適宜の
フィルターを挿入してもよい。これにより、精製窒素水を１つのシステムで行うことがで
きる。
【００２５】
　通常、水温と酸素溶存量との関係は、例えば次の通りである。
　　水温（℃）　　酸素溶存量ＤＯ（ｍｇ／Ｌ）
　　　０　　　　　　１４．６
　　１０　　　　　　１０．９
　　２０　　　　　　　８．８
【００２６】
　図１に示したシステムを用いて窒素水の生成試験を行った。
　＜試験方法＞
　貯水槽４に３００リットルの原水（試験のため、水道水で行った）を充填し、エアコン
プレッサ１の供給圧力０．２ＭＰａで３時間半、窒素ガスを注入した。
【００２７】
　＜試験結果＞
　　　時間　　　　　　水温（℃）　　酸素溶存量ＤＯ（ｍｇ／Ｌ）
　　　開始時　：　　　８．４　　　　　４．９９
　　１時間後　：　　　９．１　　　　　３．１３
　　２時間後　：　　　９．６　　　　　３．０２
　　３時間半後：　　　９．２　　　　　１．３６
　試験結果が示すように、窒素ガスを水中に注入することにより、水中の酸素溶存量は大
きく減少する。
【符号の説明】
【００２８】
　１　エアコンプレッサ
　２　窒素ガス抽出器
　３　窒素ガス注入器
　４　貯水槽
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